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(57)【要約】
【課題】水と混合する際の泡の発生が抑制され、且つ水と混合することにより得られる薬
液中の水不溶成分の再分散性が良好なプロシミドン含有固形農薬製剤を提供すること。
【解決手段】プロシミドン及び水酸化カルシウムを含有する固形農薬製剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロシミドン及び水酸化カルシウムを含有する固形農薬製剤。
【請求項２】
　プロシミドンと水酸化カルシウムとの含有量の比が、重量比で、１：０．０１～１：０
．５の範囲である請求項１に記載の固形農薬製剤。
【請求項３】
　アニオン性界面活性剤を含有する請求項１または２に記載の固形農薬製剤。
【請求項４】
　前記アニオン性界面活性剤が、アリールスルホン酸塩及びそのホルムアルデヒド縮合物
、並びにアルキル硫酸エステル塩からなる群より選ばれる１種以上のアニオン性界面活性
剤である請求項３に記載の固形農薬製剤。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の固形農薬製剤及び水を混合することにより得られる薬
液。
【請求項６】
　請求項５に記載の薬液を作物または作物を栽培する土壌へ施用する固形農薬製剤の使用
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロシミドンを含有する固形農薬製剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、プロシミドンを含有する農薬製剤が農業用殺菌剤として知られており、実用
に供されている（例えば、特許文献１参照）。
　一方、固形農薬製剤のうち、その使用形態が、水と混合することにより得られる薬液を
施用する形態である固形農薬製剤として、例えば、水和剤及び顆粒水和剤が知られている
。かかる固形農薬製剤は、水と混合する際に泡が発生する場合、作業効率が低下するとい
う問題があり、低起泡性であることが求められている。また、かかる固形農薬製剤及び水
を混合することにより得られる薬液中の農薬活性化合物等の水不溶成分が沈殿し、攪拌し
ても該水不溶成分が容易に分散せず散布機の薬液タンクの底に残留する場合には、農薬と
しての効力が十分発揮されない、該タンクの洗浄が困難になる等の問題があるため、再分
散性が良好であることも求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－１８７９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、水と混合する際の泡の発生が抑制され、且つ水と混合することにより得られ
る薬液中の水不溶成分の再分散性が良好なプロシミドン含有固形農薬製剤を提供すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、このような目的に合致するプロシミドン含有固形農薬製剤を見出すべく
検討した結果、プロシミドン及び水酸化カルシウムを含有する固形製剤とすることにより
、該製剤及び水を混合する際の泡の発生が抑制され、且つ水と混合することにより得られ
る薬液中の水不溶成分が良好な再分散性を示すことを見出した。
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　本発明は、以下の通りである。
［１］　プロシミドン及び水酸化カルシウムを含有する固形農薬製剤。
［２］　プロシミドンと水酸化カルシウムとの含有量の比が、重量比で、１：０．０１～
１：０．５の範囲である［１］に記載の固形農薬製剤。
［３］　アニオン性界面活性剤を含有する［１］または［２］に記載の固形農薬製剤。
［４］　前記アニオン性界面活性剤が、アリールスルホン酸塩及びそのホルムアルデヒド
縮合物、並びにアルキル硫酸エステル塩からなる群より選ばれる１種以上のアニオン性界
面活性剤である［３］に記載の固形農薬製剤。
［５］　［１］～［４］のいずれかに記載の固形農薬製剤及び水を混合することにより得
られる薬液。
［６］　［５］に記載の薬液を作物または作物を栽培する土壌へ施用する固形農薬製剤の
使用方法。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明により、水と混合する際の泡の発生が抑制され、且つ水と混合することにより得
られる薬液中の水不溶成分の再分散性が良好なプロシミドン含有固形農薬製剤を提供する
ことができる。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明の固形農薬製剤（以下、本発明製剤と記す）はプロシミドンを含有する。プロシ
ミドンの含有量は本発明製剤全量に対して通常４０～９０重量％、好ましくは５０～８０
、さらに好ましくは５０～７５重量％の範囲である。
【０００８】
　本発明製剤は水酸化カルシウムを含有する。水酸化カルシウムの含有量は本発明製剤全
量に対して通常０．５～２０重量％、好ましくは１～１０重量％の範囲である。また、本
発明製剤におけるプロシミドンと水酸化カルシウムとの含有量の比は、重量比で、通常１
：０．０１～１：０．５、好ましくは１：０．０３～１：０．２の範囲である。
　なお、本発明においては、水酸化カルシウムとして酸化カルシウムを用いることができ
る。
【０００９】
　本発明製剤は必要に応じ、アニオン性界面活性剤を含有する。かかるアニオン性界面活
性剤としては、例えば硫酸エステル塩型アニオン性界面活性剤、スルホン酸塩型アニオン
性界面活性剤、カルボン酸塩型アニオン性界面活性剤、及びリン酸エステル塩型アニオン
性界面活性剤が挙げられる。
　硫酸エステル塩型アニオン性界面活性剤としては、例えばアルキル硫酸エステル塩、ポ
リオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニ
ルエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンベンジル化フェニルエーテル硫酸エステ
ル塩、ポリオキシエチレンスチリル化フェニルエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチ
レンベンジル化フェニルフェニルエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンスチリル
化フェニルフェニルエーテル硫酸エステル塩、及びポリオキシエチレンポリオキシプロピ
レン硫酸エステル塩を挙げることができる。
　スルホン酸塩型アニオン性界面活性剤としては、例えばナフタレンスルホン酸塩及びそ
のホルムアルデヒド縮合物、アルキルナフタレンスルホン酸塩及びそのホルムアルデヒド
縮合物、アルキルベンゼンスルホン酸塩、パラフィンスルホン酸塩、ジアルキルスルホこ
はく酸塩、アルキルスルホこはく酸塩、アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸塩、リ
グニンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルスルホン酸塩、アル
ケニルスルホン酸塩、及びポリオキシエチレンアルキルエーテルスルホこはく酸ハーフエ
ステル塩を挙げることができる。
　カルボン酸塩型アニオン性界面活性剤としては、例えば高級脂肪酸塩、Ｎ－メチル－脂
肪酸サルトシネーチ塩、メタアクリル酸重合物塩、アクリル酸とメタアクリル酸との共重
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合物塩、アクリル酸とメタアクリル酸ポリオキシエチレンエステルとの共重合物塩、アク
リル酸とアクリル酸メチルエステルとの共重合物塩、アクリル酸と酢酸ビニルとの共重合
物塩、アクリル酸とマレイン酸との共重合物塩、マレイン酸とイソブチレンとの共重合物
塩、及びスチレンとマレイン酸との共重合物塩を挙げることができる。
　リン酸エステル塩型アニオン性界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンアルキ
ルエーテルリン酸エステル塩、ポリオキシエチレンモノアルキルフェニルエーテルリン酸
エステル塩、ポリオキシエチレンジアルキルフェニルエーテルリン酸エステル塩、ポリオ
キシエチレンベンジル化フェニルエーテルリン酸エステル塩、ポリオキシエチレンベンジ
ル化フェニルフェニルエーテルリン酸エステル塩、ポリオキシエチレンスチリル化フェニ
ルエーテルリン酸エステル塩、ポリオキシエチレンスチリル化フェニルフェニルエーテル
リン酸エステル塩、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンリン酸エステル塩、及びア
ルキルリン酸エステル塩を挙げることができる。
　上記の塩としては、例えばナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩、アルカノール
アミン塩、カルシウム塩、及びマグネシウム塩が挙げられる。
【００１０】
　本発明においては、アニオン性界面活性剤として、アリールスルホン酸塩及びそのホル
ムアルデヒド縮合物、並びにアルキル硫酸エステル塩からからなる群より選ばれる１種以
上のアニオン性界面活性剤の使用が好ましい。本発明において、アリールスルホン酸塩と
は、Ｃ１－Ｃ１２アルキル基が置換していてもよい芳香族環に、直接スルホ基（－ＳＯ3

Ｈ）が結合した化合物の塩を意味する。Ｃ１－Ｃ１２アルキル基とは、直鎖状または分岐
状の炭素数１～１２のアルキル基を表し、例えば、メチル基、イソプロピル基、ブチル基
及びドデシル基が挙げられる。芳香族環とは、ベンゼンまたはナフタレンである。アリー
ルスルホン酸塩及びアルキル硫酸エステル塩における塩としては、例えば、ナトリウム塩
、トリエタノールアミン塩及びアンモニウム塩が挙げられる。アリールスルホン酸塩及び
そのホルムアルデヒド縮合物としては、ナフタレンスルホン酸ナトリウム塩のホルムアル
デヒド縮合物、アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム塩、及びドデシルベンゼンスル
ホン酸ナトリウム塩が挙げられる。アルキル硫酸エステル塩としては、ラウリル硫酸ナト
リウム塩が挙げられる。また、市販されているナフタレンスルホン酸ナトリウム塩のホル
ムアルデヒド縮合物としては、Ｍｏｒｗｅｔ　Ｄ－４２５（アクゾノーベル社製）、アル
キルナフタレンスルホン酸ナトリウム塩としては、Ｍｏｒｗｅｔ　ＥＦＷ（アクゾノーベ
ル社製）、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩としては、ネオペレックスＮｏ．６
Ｆパウダー（花王株式会社製）、ラウリル硫酸ナトリウム塩としては、エマール１０ＰＴ
（花王株式会社製）が挙げられる。
　アニオン性界面活性剤の合計含有量は本発明製剤全量に対して通常０．５～２０重量％
、好ましくは１～１５重量％の範囲である。
【００１１】
　本発明製剤には必要に応じて、さらに製剤用助剤が含有されていてもよい。該製剤用助
剤としては、増量成分、結合剤、溶媒、安定化剤、着色剤及び香料等が挙げられる。本発
明製剤が製剤用助剤を含有する場合、その合計含有量は本発明製剤全量に対して通常０．
０１～５５重量％、好ましくは０．０１～４５重量％である。
【００１２】
　増量成分としては鉱物質担体、植物質担体、合成担体、水溶性担体等が挙げられる。
【００１３】
　鉱物質担体としては、例えば、カオリナイト、ディッカナイト、ナクライト、ハロサイ
ト等のカオリン鉱物、クリソタイル、リザータイト、アンチコライト、アメサイト等の蛇
紋石、ナトリウムモンモリロナイト、カルシウムモンモリロナイト、マグネシウムモンモ
リロナイト等のモンモリロナイト鉱物、サポナイト、ヘクトライト、ソーコナイト、ハイ
デライト等のスメクタイト、パイロフィライト、タルク、ろう石、白雲母、フェンジャイ
ト、セリサイト、イライト等の雲母、クリストバライト、クォーツ等のシリカ、アタパル
ジャイト、セピオライト等の含水珪酸マグネシウム、ドロマイト等の炭酸カルシウム、石
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膏等の硫酸塩鉱物、ゼオライト、凝灰石、バーミキュライト、ラポナイト、軽石、けい砂
、珪藻土、酸性白土、活性白土が挙げられる。
【００１４】
　植物質担体としては、例えば、セルロース、籾殻、小麦粉、木粉、澱粉、糠、ふすま、
大豆粉が挙げられる。
【００１５】
　合成担体としては、例えば、湿式法シリカ、乾式法シリカ、湿式法シリカの焼成品、表
面改質のシリカ、加工澱粉（松谷化学社製パインフロー等）が挙げられる。
【００１６】
　水溶性担体としては、例えば、乳糖、ショ糖、デキストリン等の糖類、食塩、芒硝、ト
リポリリン酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム、尿素、硫安、炭酸水素ナトリウム、炭酸
ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、マレイン酸、クエン酸、フマル酸、リン
ゴ酸が挙げられる。
【００１７】
　本発明製剤が増量成分を含有する場合、その合計含有量は本発明製剤全量に対して通常
２～５５重量％、好ましくは２～４５重量％の範囲である。
【００１８】
　結合剤としては、例えば、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロース、メチルセルロース、メチルエチルセルロース、ヒドロキシプロピル
セルロース、ポリビニルアルコール及びその誘導体、α化デンプン、酵素変性デキストリ
ン、焙焼デキストリン、ポリアクリル酸ナトリウム、アルギン酸ナトリウム、キサンタン
ガム、アラビアガムが挙げられる。本発明製剤が結合剤を含有する場合、その合計含有量
は通常０．５～２０重量％、好ましくは０．５～５重量％の範囲である。
【００１９】
　溶媒としては、例えば、デカン、トリデカン、テトラデカン、ヘキサデカン、オクタデ
カン等の飽和脂肪族炭化水素類、１－ウンデセン、１－ヘンエイコセン等の不飽和脂肪族
炭化水素、セレクロールＳ４５（ＩＣＩ製溶剤）等のハロゲン化炭化水素類、メチルエチ
ルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、エタノール、ブタノール、オクタノール等の
アルコール類、酢酸エチル、フタル酸ジメチル、ラウリン酸メチル、パルミチン酸エチル
、酢酸オクチル、コハク酸ジオクチル、アジピン酸ジデシル等のエステル類、キシレン、
エチルベンゼン、オクタデシルベンゼン、ソルベッソ１００（エクソンモービルケミカル
社製）、ハイゾールＳＡＳ－２９６（ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社製）等のアルキル
ベンゼン類、ドデシルナフタレン、トリデシルナフタレン、ソルベッソ２００（エクソン
モービルケミカル社製溶剤）等のアルキルナフタレン類、プロピレングリコールモノメチ
ルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル等のグリコールエーテル類、オレイ
ン酸、カプリン酸、エナント酸等の脂肪酸類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－
ジエチルホルムアミド等の酸アミド類、オリーブ油、大豆油、菜種油、ヒマシ油、亜麻仁
油、綿実油、パーム油、アボガド油、サメ肝油等の動植物油、マシン油等の鉱物油、グリ
セリン、グリセリン脂肪酸エステル等のグリセリン誘導体が挙げられる。本発明製剤が溶
媒を含有する場合、その合計含有量は通常３０重量％以下、好ましくは０．１～２０重量
％の範囲である。
【００２０】
　安定化剤としては、例えば、フェノール系酸化防止剤、アミン系酸化防止剤、リン系酸
化防止剤、イオウ系酸化防止剤、ｐＨ調整剤、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤、ベン
ゾフェノン系紫外線吸収剤、ベンゾエート系紫外線吸収剤、シアノアクリレート系紫外線
吸収剤、サリチル酸系紫外線吸収剤、ヒンダードアミン系紫外線吸収剤等の紫外線吸収剤
、エポキシ化大豆油、エポキシ化亜麻仁油、エポキシ化菜種油等のエポキシ化植物油、イ
ソプロピルアシッドホスフエート、流動パラフィンが挙げられる。本発明製剤が安定化剤
を含有する場合、その合計含有量は通常０．０１～１０重量％の範囲である。
【００２１】
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　着色剤としては、例えば、ローダミンＢ、ソーラーローダミン等のローダミン類、黄色
４号、青色１号、赤色２号が挙げられる。本発明製剤が着色剤を含有する場合、その合計
含有量は通常０．０１～５重量％の範囲である。
【００２２】
　香料としては、例えば、アセト酢酸エチル、アントラニル酸メチル、イソ吉草酸イソア
ミル、エナント酸エチル、桂皮酸エチル、酪酸イソアミル等のエステル類、カプロン酸、
桂皮酸等の有機酸類、桂皮アルコール、ゲラニオール、シトラール、デシルアルコール等
のアルコール類、バニリン、ピペロナール、ペリルアルデヒド等のアルデヒド類、マルト
ール、メチルβ－ナフチルケトン等のケトン類、メントール類が挙げられる。本発明製剤
が香料を含有する場合、その合計含有量は通常０．０１～５重量％の範囲である。
【００２３】
　本発明製剤は、プロシミドン、水酸化カルシウム、並びに必要に応じて、アニオン性界
面活性剤及び／または製剤用助剤を用いて製造することができる。その製造方法は特に限
定されるものでないが、顆粒水和剤である本発明製剤（以下、本発明顆粒水和剤と記す）
は、押出し造粒法、転動造粒法、噴霧造粒法、流動層造粒法、攪拌造粒法、コーティング
造粒法等により製造することができる。
【００２４】
　本発明顆粒水和剤を押出し造粒法により製造する場合の製造方法は以下の通りである。
Ａ１）プロシミドン、水酸化カルシウム、並びに必要に応じて、アニオン性界面活性剤及
び／または製剤用助剤を混合し、混合物を得る。
Ａ２）得られた混合物を粉砕し、農薬混合粉末を得る。
Ａ３）得られた農薬混合粉末に必要に応じて水を添加して練合し、練合物を得る。該水に
は必要に応じ、アニオン性界面活性剤、水溶性担体、結合剤、安定化剤等を溶解又は分散
させることができる。
Ａ４）得られた練合物を所定の径の穴を有するスクリーンを用いて押出すことにより、造
粒物を得る。
Ａ５）得られた造粒物を所定の長さに解砕し乾燥・整粒する。
　得られる本発明顆粒水和剤は、その粒長が通常０．３～５．０ｍｍ、好ましくは０．６
～３．０ｍｍの範囲である。なお、本発明において粒長とは、粒が取り得る最大長さを意
味する。
【００２５】
　前記工程Ａ１）においては混合機を用いることができ、該混合機としてはリボンミキサ
ー、ヘンシェルミキサー、ナウターミキサー、レディゲミキサー、ジュースミキサー等が
挙げられる。
　前記工程Ａ２）においては粉砕機を用いることができ、該粉砕機としては遠心粉砕機、
ハンマーミル、フェザーミル、ピンミル、ジェットミル等が挙げられる。
　前記工程Ａ３）においては練合機を用いることができ、該練合機としては、ニーダー、
ナウターミキサー、レディゲミキサー、乳鉢等が挙げられる。
　前記工程Ａ４）においては押出造粒機が用いられ、該押出造粒機としては、スクリュー
型押出造粒機、ディスクペレッター型押出造粒機、バスケット型押出造粒機、ブレード型
押出造粒機、オシレーティング型押出造粒機、リングダイス式押出造粒機等が挙げられ、
具体的には株式会社ダルトン製のツインドームグラン、バスケットリューザ、ペレッター
ダブル、株式会社畑鉄工所の畑式造粒機を用いることができる。そのスクリーンの押出し
径(パンチング穴径)は通常０．５～２．０ｍｍφ、好ましくは０．６～１．２ｍｍφの範
囲である。
　前記工程Ａ５）の乾燥においては通常乾燥機が用いられ、該乾燥機としては流動層乾燥
機、振動流動層乾燥機、回転型乾燥機、箱型通気ドライヤー等が挙げられる。乾燥温度は
通常３０～９０℃、好ましくは５０～８０℃の範囲である。
【００２６】
　本発明製剤の形態（剤型）は、水和剤または顆粒水和剤である。本発明製剤は、プロシ
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ミドンが所定濃度になるように本発明製剤及び水を混合し、得られる薬液を作物または作
物を栽培する土壌へ施用することにより使用される。
【実施例】
【００２７】
　次に、実施例を示して、本願発明をより詳細に説明するが、本願発明はこれらの実施例
に限定されるものではない。
　製剤例及び比較製剤例に記載される原料及び機器は特に断りのない限り以下のものを使
用した。
【００２８】
［原料］
プロシミドン：住友化学株式会社製　純度９９．６％
Ｍｏｒｗｅｔ　Ｄ－４２５：アクゾノーベル社製　ナフタレンスルホン酸ナトリウム塩の
ホルムアルデヒド縮合物
Ｍｏｒｗｅｔ　ＥＦＷ：アクゾノーベル社製　アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム
塩
エマール１０ＰＴ：花王株式会社製　ラウリル硫酸ナトリウム塩
ネオペレックスＮｏ．６Ｆパウダー：花王株式会社製　ドデシルベンゼンスルホン酸ナト
リウム塩
水酸化カルシウム：関東化学株式会社　Ｃａ（ＯＨ）2「試薬」
Ｌａｃｔｏｓｅ：GLANBIA　FOOD　INC製　Refined Edible Grade
ＡＳＰ－４００Ｐ：BASF社製　カオリン
［機器］
超遠心粉砕機ＺＭ－２００：株式会社レッチェ製
ナウターミキサー：ホソカワミクロン株式会社製
マルチグランMG－55型：不二パウダル株式会社製
流動層乾燥機：パウレックス株式会社
Ｌａｂ－ｓｔｉｒｒｅｒ：ヤマト科学株式会社製
マスターサイザー２０００：マルバーン社製　粒度分布測定装置
【００２９】
製剤例１
　プロシミドン　７５３．０重量部、エマール１０ＰＴ　４０．０重量部、水酸化カルシ
ウム　１０．０重量部及びＡＳＰ－４００Ｐ　１９７．０重量部を混合し、さらに、超遠
心粉砕機ＺＭ－２００(スクリーン０．５ｍｍ、ローター回転数１２０００ｒｐｍ)で粉砕
して１０００．０重量部の農薬混合粉末を得た。
　得られた農薬混合粉末１０００．０重量部と練合水１００重量部とをナウターミキサー
で混合、練合し、得られた練合物をマルチグランＭＧ－５５型(横押出アタッチメント、
押出し径０．８ｍｍφ）で造粒し、得られた造粒物を流動層乾燥機で熱風入口設定温度７
０℃で１０分間乾燥した後、目開き１０００μｍの篩と目開き５００μmの篩とを用いて
整粒を行い、本発明顆粒水和剤１を得た。
【００３０】
製剤例２
　水酸化カルシウム　１０．０重量部を４０．０重量部とし、ＡＳＰ－４００Ｐ　１９７
．０重量部を１６７．０重量部とした以外は製剤例１と同じ操作を行い、本発明顆粒水和
剤２を得た。
【００３１】
製剤例３
　水酸化カルシウム　１０．０重量部を８０．０重量部とし、ＡＳＰ－４００Ｐ　１９７
．０重量部を１２７．０重量部とした以外は製剤例１と同じ操作を行い、本発明顆粒水和
剤３を得た。
【００３２】
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製剤例４
　プロシミドン　７５３．０重量部、Ｍｏｒｗｅｔ　Ｄ－４２５　１００．０重量部、Ｍ
ｏｒｗｅｔ　EFW　１５．０重量部、水酸化カルシウム　４０．０重量部及びＡＳＰ－４
００Ｐ　９２．０重量部を混合し、さらに、超遠心粉砕機ＺＭ－２００(スクリーン０．
５ｍｍ、ローター回転数１２０００ｒｐｍ)で粉砕して１０００．０重量部の農薬混合粉
末を得た。
　得られた農薬混合粉末１０００．０重量部と練合水１００重量部とをナウターミキサー
で混合、練合し、得られた練合物をマルチグランＭＧ－５５型(横押出アタッチメント、
押出し径０．８ｍｍφ）で造粒し、得られた造粒物を流動層乾燥機で熱風入口設定温度７
０℃で１０分間乾燥した後、目開き１０００μｍの篩と目開き５００μmの篩とを用いて
整粒を行い、本発明顆粒水和剤４を得た。
【００３３】
製剤例５
　水酸化カルシウム　４０．０重量部を８０．０重量部とし、ＡＳＰ－４００Ｐ　９２．
０重量部を５２．０重量部とした以外は製剤例４と同じ操作を行い、本発明顆粒水和剤５
を得た。
【００３４】
製剤例６
　プロシミドン　７５３．０重量部を４０２．０重量部とし、ＡＳＰ－４００Ｐ　９２．
０重量部を４４３．０重量部とした以外は製剤例４と同じ操作を行い、本発明顆粒水和剤
６を得た。
【００３５】
製剤例７
　プロシミドン　７５３．０重量部、ネオペレックスＮｏ．６Ｆパウダー　５０．０重量
部、水酸化カルシウム　８０．０重量部及びＬａｃｔｏｓｅ　１１７．０重量部を混合し
、さらに、超遠心粉砕機ＺＭ－２００(スクリーン０．５ｍｍ、ローター回転数１２００
０ｒｐｍ)で粉砕して１０００．０重量部の農薬混合粉末を得た。
　得られた農薬混合粉末１０００．０重量部と練合水１００重量部とをナウターミキサー
で混合、練合し、得られた練合物をマルチグランＭＧ－５５型(横押出アタッチメント、
押出し径０．８ｍｍφ）で造粒し、得られた造粒物を流動層乾燥機で熱風入口設定温度７
０℃で１０分間乾燥した後、目開き１０００μｍの篩と目開き５００μmの篩とを用いて
整粒を行い、本発明顆粒水和剤７を得た。
【００３６】
比較製剤例１
　プロシミドン　７５３．０重量部、エマール１０ＰＴ　４０．０重量部及びＡＳＰ－４
００Ｐ　２０７．０重量部を混合し、さらに、超遠心粉砕機ＺＭ－２００(スクリーン０
．５ｍｍ、ローター回転数１２０００ｒｐｍ)で粉砕して１０００．０重量部の農薬混合
粉末を得た。
　得られた農薬混合粉末１０００．０重量部と練合水１００重量部とをナウターミキサー
で混合、練合し、得られた練合物をマルチグランＭＧ－５５型(横押出アタッチメント、
押出し径０．８ｍｍφ）で造粒し、得られた造粒物を流動層乾燥機で熱風入口設定温度７
０℃で１０分間乾燥した後、目開き１０００μｍの篩と目開き５００μmの篩とを用いて
整粒を行い、比較顆粒水和剤１を得た。
【００３７】
比較製剤例２
　プロシミドン　７５３．０重量部、Ｍｏｒｗｅｔ　Ｄ－４２５　１００．０重量部、Ｍ
ｏｒｗｅｔ　ＥＦＷ　１５．０重量部及びＡＳＰ－４００Ｐ　１３２．０重量部を混合し
、さらに、超遠心粉砕機ＺＭ－２００(スクリーン０．５ｍｍ、ローター回転数１２００
０ｒｐｍ)で粉砕して１０００．０重量部の農薬混合粉末を得た。
　得られた農薬混合粉末１０００．０重量部と練合水１００重量部とをナウターミキサー
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で混合、練合し、得られた練合物をマルチグランＭＧ－５５型(横押出アタッチメント、
押出し径０．８ｍｍφ）で造粒し、得られた造粒物を流動層乾燥機で熱風入口設定温度７
０℃で１０分間乾燥した後、目開き１０００μｍの篩と目開き５００μmの篩とを用いて
整粒を行い、比較顆粒水和剤２を得た。
【００３８】
比較製剤例３
　プロシミドン　７５３．０重量部、ネオペレックスＮｏ．６Ｆパウダー　５０．０重量
部及びＬａｃｔｏｓｅ　１９７．０重量部を混合し、さらに、超遠心粉砕機ＺＭ－２００
(スクリーン０．５ｍｍ、ローター回転数１２０００ｒｐｍ)で粉砕して１０００．０重量
部の農薬混合粉末を得た。
　得られた農薬混合粉末１０００．０重量部と練合水１００重量部とをナウターミキサー
で混合、練合し、得られた練合物をマルチグランＭＧ－５５型(横押出アタッチメント、
押出し径０．８ｍｍφ）で造粒し、得られた造粒物を流動層乾燥機で熱風入口設定温度７
０℃で１０分間乾燥した後、目開き１０００μｍの篩と目開き５００μmの篩とを用いて
整粒を行い、比較顆粒水和剤３を得た。
【００３９】
試験例１
　２５０ml栓付メスシリンダーに３０℃の脱イオン水２００ｍｌを入れ、試験製剤１．３
３ｇを加えて栓をし、該メスシリンダーを１秒で１８０°転倒させ１秒で元に戻す操作を
３０回繰り返した後静置し、１分後の泡の量を測定した。結果を表１に示す。
【００４０】

【表１】

【００４１】
試験例２
　２５０ml栓付メスシリンダーに脱イオン水２５０mlを入れ、試験製剤１．６７gを加え
て栓をし、該メスシリンダーを１秒で１８０°転倒させ１秒で元に戻す操作を３０回程度
繰り返すことにより試験製剤を完全に分散させた後、室温で静置した。２４時間後に該メ
スシリンダーを１秒間に１回の割合で上下に転倒させ、該メスシリンダー底部に沈殿した
水不溶成分が完全に再分散するのに要する転倒回数を測定した。結果を表２に示す。
【００４２】
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